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参考１（就学時健康診断票） 
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  年  月  日 

保護者 様 

姫路市立      学校 

  学校長         

 

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の提出について 

 

姫路市では、アレルギー疾患のあるお子さんについて、学校生活をより安全

で安心なものとするため、「学校のアレルギー疾患に対する取組ガイドライン」

（文部科学省監修・財団法人日本学校保健会発行）に基づき、対応が必要なお

子さんには、「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の提出をいただく

ことにより、児童生徒の詳しい情報を把握し、適切な管理や配慮を実施いたし

ます。 

学校園での生活において特に配慮や管理が必要なお子さんにつきましては、

主治医の先生に「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の記載をお願い

し、提出いただきますよう、よろしくお願いします。 

なお、学校給食におけるアレルギー対応については、別添「姫路市立学校園

での食物アレルギー対応について」のとおり実施いたします。 

 

 

  

参考３（保護者あて管理指導表提出依頼文例） 
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年  月  日 

主治医 様 

姫路市立      学校 

  学校長         

 

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の記載について（依頼） 

 

日頃より、学校保健事業におきましては、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

本市の学校給食においては、正確かつ適切な食物アレルギー対応を実施し、

食物アレルギー疾患の児童生徒の学校生活を安全で安心なものとするよう努め

ているところです。そのために、主治医の先生に「学校生活管理指導表（アレ

ルギー疾患用）」を記載していただき、保護者が提出し、学校で児童生徒の詳

しい情報を把握し、具体的な取組やより適切な管理や配慮方法について検討し

たいと考えております。 

つきましては、別添「姫路市立学校園での食物アレルギー対応について」及

び下記にもご留意いただき、「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の

記載をお願いいたします。 

記 

１ 本市の食物アレルギー対応は、安全性確保のため、次の二者択一とします。 

・ アレルゲンが含まれる料理等でも、例外なく食べる（管理不要） 

・ アレルゲンが含まれる料理等は、例外なく食べない 

２ ごく微量で反応が誘発される可能性がある場合は、「Ｅ 原因食物を除去す

る場合により厳しい除去が必要なもの」または「Ｆ その他の配慮・管理事項

（自由記述）」の欄に、その旨を記載してください。 

本市では、ごく微量で反応が誘発される可能性がある場合は、学校給食は

喫食不可（弁当持参）としております。 

例： 

① 多品目の食物除去が必要である。 

② 次のア～ウのように、ごく微量のアレルゲンであっても症状が誘発される可

能性がある。 

ア 調味料・だし・添加物の除去が必要 【⇒この場合はＥ欄に】 

イ 加工食品の原材料の欄外表記（注意喚起表示）の表示がある場合も除去が必要 

ウ 食器・調理器具・揚げ油の共用ができない 

 〔アレルゲンの残存の可能性のないもの（新しい揚げ油など）を使用する必要がある〕 

③ その他、上記に類似した状況にあり、学校給食で対応が困難と考えられる。 

３ アドレナリン自己注射薬エピペン R の処方をされる場合は、別紙「緊急時

個別対応票」に準じた個別対応表を作成し、緊急時に備えます。作成に際し、

必要なご指示をお願いします。 

 

参考４（主治医あて管理指導表提出依頼文例） 
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姫路市立学校園での食物アレルギー対応について 

姫 路 市 教 育 委 員 会  

◎ 姫路市立学校園での食物アレルギー対応〔注１〕は、「姫路市食物アレルギー対

応マニュアル」に基づき、統一的に行います。 

◎ 「姫路市食物アレルギー対応マニュアル」では、文部科学省「学校給食における

食物アレルギー対応指針」〔注２〕に沿い、安全性確保を最優先します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

参考３・参考４（別添・表面） 

食物アレルギーを有するお子さんへの対応は、次のどちらかに限定します。 

 
 

 

「多段階対応」（⇒裏面） は、一切行いません。  

※ ここでいう「アレルゲンが含まれる」とは、ごく微量（しょうゆに含まれる小麦など、通常は除去する必

要がない程度）のアレルゲンのみが含まれる場合を除きます。 

※ ここでいう「献立」とは、食事を構成する各要素（主食、主菜、副菜等）の１つを指すものとします。 

ポイント(Ⅰ) 食べる /食べないの「二者択一」  

次の①～③のいずれかに当てはまる場合は、安全に学校給食等を提供することは困

難と考えられ、完全弁当対応 とします。 

① 多品目の食物除去が必要 

② 次のア～ウのように、ごく微量のアレルゲンであっても症状が誘発される可能性がある 

ア 調味料・だし・添加物の除去が必要 

イ 加工食品の原材料の欄外表記（注意喚起表示）の表示がある場合も除去が必要 

ウ 食器・調理器具・揚げ油の共用ができない 

〔アレルゲンの残存の可能性のないもの（新しい揚げ油など）を使用する必要がある〕 

③ その他、上記に類似した状況にあり、学校給食で対応が困難と考えられる 

 

ポイント(Ⅱ) 場合によっては完全弁当対応も  

〔注２〕 文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応指針」の大原則 

● 食物アレルギーを有する児童生徒にも給食を提供する。そのためにも安全性を最優先とす

る。 

● 食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。 

●「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、医師の診断による「学

校生活管理指導表」の提出を必須とする。 

● 安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則とする。 

● 学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な（過度に複雑な）対応は行わない。 

● 教育委員会等は食物アレルギー対応について一定の方針を示すとともに各学校の取組を

支援する。 

〔注１〕「食物アレルギー対応」の対象範囲について 

姫路市立学校園での「食物アレルギー対応」の対象は、学校給食が中心ではあるものの、それだけに

限られるものではなく、学校園の管理下での「食」を伴う活動全般（修学旅行、自然学校等）における食

物アレルギー対応を包含します。 

安全性確保のための  

「姫 路 市食物 アレルギー対応 マニュアル」のポイント 

 
二者 
択一 

アレルゲンが含まれる献立は、例外なく 

食べない 
その献立の代替
．．．．．．．

として 

除去食提供 or 弁当持参 

アレルゲンが含まれる献立でも、例外なく 

食べる 
学校園として 

特段の対応はしない 



 

85 

 

 「 多 段 階 対 応 」 と は  

「多段階対応」とは、献立ごとに、そのアレルゲンの含まれ具合（量や加工・加熱の有

無など）によって、食べる / 食べない を選択するという対応です。 

◎ 乳アレルギーを例とした比較 （乳が含まれる献立への対応） 

【多段階対応】 
○/×が人・献立によって様々。△も存在。 

【二 者 択 一】 
一律に○の人・一律に×の人のみ。 

 飲まない 食べる 食べない 食べる  飲まない 食べない 食べない 食べない 

 
   

  
   

 

Ａさん 飲用牛乳 チーズ ヨーグルト クリ―ムシチュー Ａさん 飲用牛乳 チーズ ヨーグルト クリ―ムシチュー 

 飲まない 食べない 食べる 
量を減らし
て食べる  飲む 食べる 食べる 食べる 

 
   

  
   

 

Ｂさん 飲用牛乳 チーズ ヨーグルト クリ―ムシチュー Ｂさん 飲用牛乳 チーズ ヨーグルト クリ―ムシチュー 

 こんなのも「多段階対応」   （学校給食の場合）  

例①：卵アレルギー。卵が混ぜ込まれた献立

は食べないが、八宝菜に入っているうずら

の卵は１個だけ食べ、残りは除去する。 

例②：乳アレルギー。主治医の指導の下、牛

乳を飲む練習をしている。現在は20ccまで

飲んでよいとされている。 

⇒ 調理や配膳の途中で割れた卵のかけら

が混ざり込んでいる可能性があり、確実な

除去は不可能です。 

⇒ 主治医の指導等があったとしても、学校

園においては、量を限って食べる（飲む）

取扱いはできません。 

  「多段階対応」は、なぜ危険か   

(1) 学校給食では、大量に調理し児童生徒が盛り付けるという特性上、配膳される食材量を

正確にコントロールすることは不可能です。 

このため、見込み以上の量のアレルゲンがお子さんの口に入る可能性が否定できません。 

(2) 体調が悪く、普段より少ないアレルゲンで症状が出る日もあると考えられますが、ご家

庭と異なり、細かな体調変化を見極めた上で食事の量の調整などを行うのは困難です。 

(3) 学校にとっては、１つのアレルゲンに対して多種多様な対応方法が存在するため、業務

が複雑となり、事故のリスクが大きくなります。対策としては、業務の単純化が有効です。 

 献立作成における配慮   

「二者択一」のもと、学校給食において食物アレルギーのために食べることができない

献立がなるべく少なくなるよう、食材選定の工夫をします。 

（卵を原材料としたマヨネーズやドレッシングは使用しないなど） 

 「学校生活管理指導表」の提出   

ポイント(Ⅰ)・(Ⅱ)に関する判断は、必ず、主治医に作成いただく「学校生活管理指導表

（アレルギー疾患用）」の記載によって、次のように行います。 
 
ポイント 記載箇所〔注〕 主治医の記載内容 判断 

(Ⅰ) Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ 
「1.管理不要」に○印あり  食べる （食物アレルギー対応は不要） 

「2.管理必要」に○印あり  食べない （食物アレルギー対応が必要） 

(Ⅱ) 
Ｅ いずれかに○印あり  

完全弁当対応とする 
Ｆ (Ⅱ )に該当する旨の記述あり 

〔注〕 「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の表面の「アナフィラキシー／食物アレルギー」の項
の「学校生活上の留意点」のＡ～Ｆ 

参考３・参考４（別添・裏面） 

姫路市教育委員会 令和 2年 11月作成 

！ 

× × × × × × 

× × 

○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ △ 
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参考５ 
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文部科学省から厚生労働省あて照会文 

 

２５ス学健第１７号  

平成２５年１１月１３日 

厚生労働省医政局医事課長 殿 

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長 

大路 正浩 

医師法第１７条の解釈について（照会） 

標記の件について、下記のとおり照会しますので、御回答くださるようお願い申し上げま

す。 

記 

学校現場等で児童生徒がアナフィラキシーショックに陥り生命が危険な状態である場合に、

救命の現場に居合わせた教職員が自己注射薬（「エピペン（登録商標）」）を自ら注射がで

きない本人に代わって注射する場合が想定されるが、当該行為は緊急やむを得ない措置とし

て行われるものであり、公益財団法人日本学校保健会発行、文部科学省監修の「学校のアレ

ルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（平成２０年３月３１日）において示している

内容に即して教職員が注射を行うものであれば、医師法違反とはならないと解してよろしい

か。 

 

 

厚生労働省から文部科学省あて回答文 

 

医政医発１１２７第１号 

平成２５年１１月２７日 

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長 殿 

厚生労働省医政局医事課長 

医師法第１７条の解釈について（回答） 

平成２５年１１月１３日付２５ス学健第１７号をもって照会のあった件について、下記の

とおり回答いたします。 

記 

 貴見のとおり。 

 

 

文部科学省ホームページから引用 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1345983.htm 

  

参考６ 
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食物アレルギーに関する緊急時の対応モデル 

 

事故発生

<異常を示す症状>

皮膚・粘膜症状：じんましん・

かゆみ・目の充血

呼吸器症状：せき・ゼイゼイ、

ヒューヒュー・呼吸困難

消化器症状：吐気・嘔吐・腹痛

アナフィラキシーショック：

ぐったりするなど低血圧

症状・頻脈・意識障害

周囲の安全確認応援要請

状態の把握

主治医に連絡

医療機関へ搬送

応急処置

・意識状態・呼吸・脈

拍・血圧等の確認

・経過の把握・基礎情

報（管理指導表・個

別対応票）の把握

・緊急対応経過記録の

開始

管理指導表・個別対応票

に基づき行う。

・内服薬等緊急処方薬の使

用

・本人にエピペンを打つよう

に促す

<確認事項>

・搬送先

・「エピペン」使用の有無。
エピペン注射

１１９番通報

保護者へ連絡

反応があるか？ あ

る

動かさない！

AED の準備

一次救命措置

<１１９番通報の目安>

・アナフィラキシーの既往がある

場合は、初発症状発症時。

・管理指導表で指示がある場合。

・アナフィラキシーの兆候が見られ

る場合。

・「エピペン」を使用した場合。

１１９番通報

エピペンの注射について 【判断基準】

① 本人に「自分では打てない」ことを確認 ② 事前に協議した事態である。

＊意識障害や呼吸器症状について判断できない場合は、エピペンの使用を優先

ない

・アレルゲンを含む食品を誤って摂取

→ 口から出し、口をすすぐ

・皮膚についた → 洗い流す。

・眼に入った → 洗眼する。

エピペン注射

症状の発症だけでなく、誤食・皮膚につく・眼に入

る等も事故として緊急対応の対象

<通報時に必ず伝える>

・アナフィラキシー発作

であること。

・「エピペン」を処方さ

れていること。

 

  

参考７ 
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                                年   月 

 保護者様                      

姫路市立        幼稚園 

 

本園の昼食提供について 

 

本園の昼食提供は、以下のようになっています。 

（６～１０月は、食中毒予防のために調理パンと給食弁当の提供を中止しますので、提供日

に変更があります） 

 

原則として 

○曜日・○曜日・・・パンと牛乳（ゼリーなど副食がつく場合があります） 

     

納入業者名  パン ― ○○○パン 

           牛乳 ― ○○○乳業 

 

  ※ アレルギー対応として、代替食の提供が可能な場合があります。 

    

○曜日・・・・・・・給食弁当 

 

納入業者名  ○○○食品 

 

  ※ アレルギー対応として、食品の除去が可能な場合があります。（微量混入あり） 

    

 

○詳しくは、園にご相談ください。 

○アレルギー対応ができない場合は、家庭より弁当をご持参ください。 

 

 

＜本文書作成上の注意＞ 

 

※印の、アレルギー対応は各園で納入業者と相談の上、対応方法を記入する。 

 

 

  

参考８ 
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姫教健教第   号 

    年 月 日 

各学校園長 様 

 

姫 路 市 教 育 長 

 

    年度アドレナリン自己注射薬『エピペン』の処方を受けている 

幼児児童生徒の対応について（依頼） 

 

このことについて、かねてより、アドレナリン自己注射薬『エピペン』の処方を受けてい

る幼児児童生徒が在籍している学校園においては、保護者の同意を得た上で、事前に地域の

消防機関に当該幼児児童生徒の情報を提供するなど、日頃から地域の関係機関と連携を図る

とともに、当該幼児児童生徒がアナフィラキシーショックとなり、救急搬送を依頼（１１９

番通報）する場合、アドレナリン自己注射薬『エピペン』を処方されていることを消防機関

に伝えるなど、適切に適切するようお願いしております。 

また、該当学校園より、「アドレナリン自己注射薬『エピペン』の処方を受けている幼児児

童生徒名簿」を提出していただき、教育委員会として、消防局消防・救急課へ情報提供し対

応依頼をしておりますので、該当学校園については、個人情報の保護等に十分配意の上別紙

調査票を提出願います。 

なお、進学、進級等で変更が生じておりますので、    年度報告済みの学校園につい

ても、あらためて    年度名簿として調査票を提出願います。 

年度途中に新たに該当者が判明した場合も、別紙調査票で連絡願います。 

 

記 

 

１ 提出書類       年度「アドレナリン自己注射薬『エピペン』の処方を受けてい

る幼児児童生徒名簿」 （別紙様式１） 

 

２ 提出期限       年  月  日（  ） 

 

３ 提 出 先   健康教育課長あて（担当：   ）  ＴＥＬ 221-2770    

 

４ そ の 他   該当学校園のみ提出願います。 

         既に、昨年度報告済の学校園についても、あらためて    年度名簿

として提出願います。 

         提出に当たっては、個人情報の保護等に十分配意願います。  

 

 

 

  

  

平成２７年３月２７日姫路市一斉配布において配布しております「エピペン○R 練習

用トレーナー」及び「学校におけるアレルギー疾患対応資料（DVD）」を活用し、適

切な対応をお願いします。 

 

参考９ 
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 取 扱 注 意  

（別紙様式１） 

                         報告日     年  月  日 

 

健康教育課長あて 

 （担当：   経由） 

                                   

学校名  姫路市立        学校園 

 

学校園長名              印 

 

 

    年度 

アドレナリン自己注射薬『エピペン』の処方を受けている幼児児童生徒名簿 

 

 

 

  

学  年 氏   名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学校園

番 号 

 

参考９（別紙様式１） 
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参考１０（食物アレルギー緊急時対応マニュアル（東京都）） 

※ 東京都の承認を得て掲載しています。【承認番号 ２９健研健第１７３号】 
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95 

 
  



 

96 
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